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モロッコ国ガルブ地域灌漑開発事業 

（協力準備調査（有償）） 
スコーピング案ワーキンググループの論点 

 
本ワーキンググループにおける論点は以下の通り。 
 
1. Koudiat El Borna 頭首工の累積的影響について 

本事業対象地区の第一幹線灌漑水路への取水口である Koudiat El Borna 頭首工は、本

事業と不可分一体の関係ではないと整理されている。一方、Koudiat El Borna 頭首工の

取水量は本事業で必要な量（24m3/s）ではなく、将来の開発対象地域を含めた取水量（60 
m3/s）に基づき検討されているため、同頭首工からの取水による下流域への累積的影響

を確認する必要があるとの指摘が委員よりあった。これに対し JICA より、Koudiat El 
Borna頭首工による累積的影響については第一幹線灌漑水路の取水量の影響の検討に含

めており、今後、60 m3/s 取水される状況に対し下流域への影響を検討する旨を回答し

た。 
 
2. 小規模農家に対する追加的な配慮の必要性について 

井戸水や天水から灌漑用水への移行に伴うコスト負担増加などによって小規模農家

が大規模農家より不利となり、さらに小規模農家が営農から排除されることがないよう

必要な配慮を検討すべきとの指摘が委員よりあった。これに対し JICA より、社会経済

調査を通じて小規模農家が支払い得る金額を検討し、必要に応じ補助金の設定について

検討する旨を説明した。 
 
3. Sebou 川とその周辺の保護区・登録地と生態系の関係について 

Sebou 川とその周辺の保護区・登録地との生態系の関係について、水域・水の流れだ

けでなく、食物連鎖等、鳥類を含む陸上生態系を通じた影響を含めて調査することの重

要性が委員より指摘された。これに対し JICA より、既存資料に基づく調査またはラム

サール条約登録湿地内への調査地点の入れ替えによる現地調査を検討する旨を回答し

た。 
 
4. スコーピングにおける影響予測・評価の手法とステークホルダーへの説明について 

委員より、本案件は灌漑案件であり、水質に関して、スコーピングでは緩和策を加

味しない影響をもとに評価項目を絞り込む必要があり、また、ステークホルダー協議

における現地ステークホルダーへの説明や協力準備調査報告書では、影響予測・評価

の検討項目やその結果だけではなく、調査手法についても分かりやすく説明する必要

があるとの指摘があり、案件形成の各段階で調査手法を含め丁寧に説明する必要性を

確認した。 
以 上 
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2023 年 2 月 20 日 

モロッコ国ガルブ地域灌漑開発事業 
（協力準備調査（有償）） 

スコーピング案 

NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

【全体事項】 

1.  1-1、 
3-6 

Ouergha 川と Sebou 川に挟まれた洪水が多い地帯

は、計画から外れているのか。この地帯の土地はど

のように利用されているのか。この地帯の開発整備

も含めて計画を策定すべきではないか。現計画で

は、この地帯には用水路が埋設されるだけで、逆に、

今後の開発整備にとって制約になってしまうおそ

れがある。（質） 

原嶋 
委員 

ご指摘の地帯は Sebou 川上流に建設されている Idriss 1er ダムを

水源とする灌漑開発済みの地区（2,800ha）となっております。し

たがい、既に灌漑開発済み地域であり、本事業の計画対象外となり

ます。 
なお、仮に今後、農地の再開発が必要になったケースがあったとし

ても、埋設する幹線用水路は営農に支障のない深度にて設置され

ることから、今後の開発整備で本事業の構造物が制約になる可能

性は非常に低いと考えます。 

2.   
拡張地区には、新規に農家が外部から参入してくる

のか。この場合、既存の農家との棲み分けはどのよ

うになるのか。（質） 

原嶋 
委員 

「拡張地区」とは、従来、天水頼りの営農を営んでいた地区です。

灌漑施設を整備することで、灌漑できる面積・作付面積が拡がると

いうことから、このように呼称しております。 
すなわち、基本的には事業後も既存農地を利用している既存農家

が耕作を引き続き行っていくことになります。よって、本事業実施

によって外部から新規農家が参入することは現時点では予定され

ておりません。 

3.  1-5 

1960 年前半、UNDP と FAO の支援を受けて地域

総合開発政策が形成されてから長い年月が流れて

いますが、いまも基本的にその政策が継承されてい

るのでしょうか。 
気候変動などがもたらす影響などは政策に加味さ

れてアップデートされているのでしょうか。（質） 

石田 
委員 

モロッコ全般では、1980 年代初頭まではダム建設などが推進され

ましたが、1980 年代半ばから農業部門への構造調整を受け入れ、

農業部門への政府の関与が低下しました。この状況は 2008 年の

Green Morocco Plan が策定されるまで続きました。Green 
Morocco Plan（2008-2020）では、農業を通じた持続的な開発を目

的として、果樹の植栽、合理的な肥料や農薬の施用、節水灌漑など

のプログラムを実施し、一定の成果をあげております。また、Green 
Generation（2020-2030）は、上記の成果をとりまとめて発展させ

たもので、（1）農村の生活水準の向上および雇用機会の創出、（2）
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

気候変動に対する持続的な農業開発が柱となっています。また、近

代的な灌漑により水利用の効率性を倍に高めることを目指してい

ます。 
つまり、農業開発政策が抑制的だった時期もありますが、現在は気

候変動を考慮し、水資源を効率的に利用するという方針です。 

4.  

事業対象位置

図、 
1-5、 
2-1 

Sebou 地域、ガルブ平野、ガルブ地域の中では、

Sebou 地域（或いは流域）が最も大きな地理的範囲

だと理解して 
 343 万 ha の内ガルブ平野は 25 万 ha。さらに

河川の水量は有限であることを鑑みた場合

Sebou 川の流量の 1/2 を 7 万 ha に用いること

の妥当性 
 既存幹線水路（概要説明では 5 ページ、事前配

布資料では 2-1 で青色の水路）は将来的に

Ouergha 川より取りすぎることになるのでは

ないでしょうか。（質） 

石田 
委員 

先ず、別添の補足資料 1 にて地図を示します（位置関係について

はご理解のとおりです）。そのうえで、 
 1 点目：343 万 ha は調査対象地域の面積であり、灌漑開発ポ

テンシャルの面積ではありません。Sebou 流域公社によれば、

Sebou 流域の灌漑面積は 43.7 万 ha（うち、19 万 ha は地下

水を水源とする）とされ、そのうちガルブ平野の灌漑開発面積

を 10.5 万 ha（2019）から 22.5 万 ha（2050）へと開発する

計画です。また、事業対象地域（将来の拡張地区を含む）の 7
万 ha への配水に必要な水量は「Sebou 川の流量の 1/2」では

ありません。流域公社によれば Sebou 川の年間流量は 51.7 億

m3、その支川である Ouergha 川の年間流量は 26.2 億 m3であ

るとされています。それに対し、7 万 ha の灌漑に必要な灌漑

用水は 7.4 億 m3と算定されていることから、水資源利用量の

割合はそれぞれ 14%、28%程度と算定出来、これは妥当であ

ると考えます。なお現在、調査団が元データを入手し、上記デ

ータの検証を行っているところです。 
 2 点目：青色の水路を活用し、将来の拡張地区である黄色のエ

リアに灌漑する計画のようです。このエリアを含めての 7 万

ha となるため、流域公社の公表するデータによれば年ベース

の流量は十分にあると考えます。 

5.  1-3、 
2-1 

●本事業の供用開始後の取水量は 60m3/s ではなく

て、24m3/s なのですか。或いはそうではなくて本

事業の供用時に 60m3/s を取水し、本事業対象地区

へは 24m3/s、西側（本事業の対象地ではない）に同

時に 36m3/s を供給するということなのでしょう

か。 

石田 
委員 

 1 点目：本事業（円借款要請地区）の供用開始後の取水量は

60m3/s ではなく、24m3/s となります。取水量が 60m3/s にな

るのは、本事業対象地区の西側にある将来の開発対象地区（円

借款要請地区を含めて計 7 万 ha）に灌漑用水を送水するため

の幹線水路が建設された後となります。 
 2 点目：上記のとおり、本事業では 24m3/s を取水します。そ
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

●ならびに、60 m3の取水による影響は Sebou 川下

流域や周辺に及ぶとありますが（2-1）、それは本

事業で 60 m3 を取水するので下流域やその周辺を

調査するが将来的な開発対象区（2-1 では黄色に塗

られた地区）への調査は本事業の調査としては行わ

ない、ということですか。（質） 

のため、水源（河川下流部）への影響につきましては計画取水

量の 24m3/s をベースにしつつ、加えて、将来の拡張地域が開

発された場合の 60m3/s の取水に関しても影響の調査を行い

ます。一方、ご質問の「将来的な開発対象区（2-1 では黄色に

塗られた地区）への調査は本事業の調査としては行わない、と

いうことですか」につきましては、本件事業対象外となること

から、予定しておりません。 

6.  1-3 

取水量が 40%の 24m3 だから一体ではないとの見

解が示されている一方でスコーピング等では 60m3

という数字で取水による影響を検討しているので、

水量による検討をするにはどちらかにそろえたほ

うが良いのではないでしょうか。（質・コ） 

石田 
委員 

上記回答のとおり、本調査では 24m3/s の調査を主として行います

が、第一幹線水路のキャパシティが 60m3/s であることから、

Ouergha 川下流への影響につきましては 60m3/s 取水をベースに

したいと思います。 

7.  概要パワポ
p.7 

対象地域及び周辺における現在の主要作物は小麦

であるが、灌漑開発により水田稲作など耕作品種に

大きな変更はあるか。（質） 

長谷川 
委員 

現在計画作成中の土地利用計画によれば、耕作作物は基本的には

現在の事業対象地域内、あるいはその周辺で作付けされている作

物を予定しております。すなわち、全く新しい作物を導入する予定

は現時点ではございません。 
また、水稲に関しましては、Sebou 川の最下流部の氾濫原にて作

付けされておりますが、今次、事業対象地域内での作付けはなされ

ておらず、計画でも導入する予定はございません。 

8.  1-3、 
6-1～5 

Koudiat El Borna 頭首工は、不可分一帯事業ではな

いとのことですが、本件 JICA 事業のスコーピング

時点で起こっている事業であり、本件 JICA 事業で

影響を受ける地域・水資源に追加的な影響が生じる

ものであることから、累積的影響を確認する必要は

あるのではないでしょうか。実際に、スコーピング

マトリクス（表 6.2.1 及び表 6.2.2）では、上流部で

60 m3/s の取水を行う場合の下流域への影響が評価

されており、これは本件事業で必要な水量 24 m3/s
ではなく、Koudiat El Borna 頭首工での取水量（60 
m3/s）に基づいて評価しています（実質的に、

Koudiat El Borna 頭首工との累積的影響が評価され

源氏田

委員 

本事業と頭首工が不可分一体事業ではないことは、スコーピング

資料における説明の通りです。本事業と頭首工にて累積的影響を

検討する主な項目は、取水量に関連した項目ですが、それはご理解

の通り、第一幹線灌漑水路における影響の検討に含まれておりま

す。 
頭首工におけるその他の影響で、本案件にも共通する負の影響と

して、大気、水質等への影響が考えられますが、これらは一時的、

局所的なものであり、頭首工の工事中に行われる一般的な緩和策

により最小限になるものと考えております。 
Koudiat El Borna 頭首工に関する調査は行いませんが、5.や 6.で回

答のとおり、60m3/s 取水される状況に対して河川下流部での累積

的影響を評価します。 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

ているのではないでしょうか）。（質） 

9.  2-2 

第 2 幹線灌漑用水路関連の EIA 調査は実施機関に

より一部実施されているが、モロッコでは灌漑事業

の場合 EIA が必須となっていないことから、環境

影響評価そのものが目的でなかったとされていま

す。実施機関が行った EIA は JICA GL に照らし

て十分と言えるものだったのでしょうか。また、不

十分である場合には、今回、追加で EIA が実施され

るのでしょうか。（質） 

源氏田

委員 

第 2 幹線灌漑用水路の EIA 調査は実施されておりますが、現況の

環境状況を示す数量的データの記載がなかったり、野生動物に軽

度の影響があるとしていながら、その緩和策の記述がないなど、

JICA GL を十分に満たしているとは言えません。よって、第 1 幹

線灌漑用水路および第 2 幹線灌漑用水路の建設、および灌漑地に

ついては環境調査を実施いたします。 

【代替案検討】 

10.  5-2 
Sebou 川から直接取水する案について検討する。

（この案では、11km の用水路の建設が不要になる

のではないか）（コ） 

原嶋 
委員 

Ouergha川が合流する前のSebou川の月間平均流量（Azibe Soltan
観測所）は、本事業対象地域へ取水するには水資源が不足しており

ます（必要用水量が 24m3/s（なお将来的な拡張を考慮すると最大

60m3/s）に対し 22m3/s 程度）。そのため、Sebou 川から直接取水

する案は、水資源の観点から厳しいものと思量しております。 

11.  5-9 第 2 幹線灌漑用水路については、代替案の検討につ

いての記述はないのか。（質） 
原嶋 
委員 

第 2 幹線水路についても代替案（路線）の検討が行われており、

補足資料 2 にて整理します。 

12.  5-2、 
5-4 

水源の代替案である地下水について 
 地下水盆の利用可能水源量 1.7 億 m3 はどこま

でのエリアにおける利用可能水源なのでしょ

うか。 
 また 5-2 には 2 つの地下水源が示されていて、

図のタイトルは「事業対象地域付近の地下水

盆、となっていますので Gharb と Manasra を

合わせると 3.7 億 m3となります。Manasra の

地下水盆は利用できない（或いはしない）ので

すか。（質） 

石田 
委員 

地下水盆の利用可能水源は図 5.2.2 の 12 番、13 番が帯水層のエリ

アとなります。地下水源は合わせて 3.7 億 m3と見積もられていま

すが、現況の利用量がそれ以上（4.2 億 m3）であり水収支がマイ

ナスのため、これ以上の Gharb および Manasra 地下水盆の開発は

現実的ではないと思量しております。 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

13.  5-4 

多目的ダムである El Wahda の運用開始から 20 年

以上たっていますが、その間に、国内産業の発展、

市街化などに基づく目的別の使用量の変化、気候変

動による貯水量の変動などはあったのではないか

と推察します。それらをふまえて、今後の他の灌漑

計画を含めて灌漑用には十分な水量が長きにわた

り確保できるということなのでしょうか。（質） 

石田 
委員 

El Wahda ダムは飲料水、農業用水、および発電目的で放流される

多目的ダムであり、工業用水等のために放流されることはありま

せん。ご質問のとおり、洪水・干ばつによる貯水量の変化はありま

すが、貯水量は適切に管理されており、今後の他の灌漑計画を含め

て灌漑用には十分な水量が長きにわたり確保できます。 
ダムの放流量は、年に 2 回開催されるダム管理委員会にて、各時

期の降雨量と貯水量に応じた灌漑用水量が決められます。また、灌

漑に必要な流量を満足できない場合（旱魃期）は、2 週間に 1 回の

頻度で使用水量の更新がなされ、持続可能な水供給のための水量

管理が行われています。通常、飲料水の確保が第一優先となり、次

に灌漑用水、そして発電用水の順で放流量が決められるとの情報

を得ています。事実、2002 年以降の貯水量データを確認する限り、

El Wahda ダムおよび Idriss 1er ダムともに貯水率が 30%を下回っ

たことはありません。 
なお、El Wahda ダムの貯水量は約 33 億 m3であり、現況の灌漑用

水量は年間 4 億 m3、今後追加で必要とされる灌漑用水量は年間

7.4 億 m3（飲料水は年間 730 万 m3）に対して十分な貯水容量を有

します。一方、ダムへの流入量は年間 20 億 m3 と見積もられてい

ることからも、十分な水量が長きにわたり確保できる見込みです。 

14.  7 章 

事前配布資料の記述から、現段階で住民移転数、住

民移転対象世帯数を含む詳細は現段階では不明点

が多いということかと想像します。その場合、今後、

本調査が進むにつれ住民移転、用地取得の詳細が判

明する際には再度代替案検討をおこなうこと。（コ） 

石田 
委員 

現在、先方政府によって第 1 幹線灌漑用水路関連施設の代替案検

討を含む設計と、住民移転および用地取得の規模の確認が行われ

ています。これによれば、住民移転および用地取得は最小限となる

よう既に検討が進められております。 
また、第 2 幹線灌漑用水路関連施設については、現在、先方政府

により詳細設計発注の準備が進められている段階です。このため、

今後、測量および路線決定等を初めとした詳細設計が行われる予

定ですので、現時点では住民移転および用地取得の詳細はお示し

することができません。このため、ご指摘いただいた通り、これら

が判明した際には再度代替案を検討します。 

15.  5-4 比較表の 2 つ目の項目、「灌漑開発面積と水源量」。

A と B で正しい比較となっていない気がしますが
石田 A 案の水資源量は約 20 億 m3/年となります。すなわち、B 案（地

下水利用）の約 12 倍の水資源量を利用可能であることから、将来
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

いかがですか。（質） 委員 の拡張灌漑地域を含めた約 7 万 ha の灌漑が可能となります。補足

資料 6 に整理します。 

16.  1-2、 
5 章 

代替案検討は第 1 幹線灌漑用水路についてのみ行

われていますが、第 2 については行わないのでしょ

うか。2-2 にあるように、当該国政府が既に EIA 調

査が一部、第 2 について行われているから、第 2 に

は代替案検討はしないということなのでしょうか。 
新規灌漑地区と既設灌漑地区に敷設されることに

なる幹線灌漑用水路関連施設の代替案検討も行っ

てください。（質・コ） 

石田 
委員 

補足資料 2 に整理します。 

17.  2-2 
先方政府が実施中である第 1 幹線灌漑用水路関連

施設の詳細設計と、この調査との関係性を教えてく

ださい。（質） 

石田 
委員 

本調査では、先方政府が実施中である第 1 幹線灌漑用水路関連施

設の詳細設計自体には関与しませんが、適切な環境社会配慮がな

されているかどうかを確認し、不足する場合はその実施を支援し

ます。 

18.  

概要パワポ
p.10 
事前資料 p.5-
5 

灌漑用水単位流量当たり運転コストは、概要パワポ

(p.10)では A 案（現計画）＜B 案（地下水）、事前

資料(p.5-5)では A 案＞B 案と逆になっているが、

どちらが正しいのか。（質） 

長谷川

委員 

事前資料の記載が間違っておりました。運転コストは A 案（現計

画）＜B 案（地下水）となります。 
事前資料は以下の様に修正いたします。 
B 案「費用」：灌漑対象地区の直下より揚水するが、地下水位が低

いためポンプ揚程が高くなる。したがい、灌漑用水単位流量当たり

の運転コストが A 案よりも高くなる。 

19.  事前資料 p.5-
4 

限られた水資源を多目的に活用せざるを得ない本

地域において、ダム水源中心の A 案と地下水源中

心の B 案に加え、両水源をバランスよく併用する

ような代替案の検討余地はなかったか。（質） 

長谷川

委員 

事業対象地域にある帯水層の地下水源（回復可能な地下水源量）は

1.7 億 m3/年と見積もられています。これに対して、現況の利用量

はそれ以上（2.0 億 m3/年）であり水収支が既にマイナスとなって

おります。したがい、これ以上の地下水開発は現実的ではなく、地

下水源の併用を含めて利用する代替案の検討は不要と思慮しま

す。 

20.  5-2 
図 5.2.3 中の「回復可能地下水源量」、「地下水涵

養量」、「年間利用可能地下水量」の違いをそれぞ

れご教示ください。（質） 

源氏田

委員 

回復可能地下水源量は、地下水涵養、地下水流動（隣接する地下水

盆からの流入出、地下浸透等）から、その帯水層の水位が回復可能

な最大地下水利用量（水源量）です。 
地下水涵養量は、降雨・河川水などが地下浸透して帯水層に供給さ

れる水量です。 
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年間利用可能地下水量は、回復可能地下水源量を踏まえて、地下水

の持続的に有効利用（地下水位の低下を起こさない）を考慮して設

定した地下水の許容年間利用量です。 

21.  5-4 

灌漑開発計画の代替案比較において、A 案では、El 
Wahda ダムの貯水量は 33 憶 m3と十分に大きいと

の記載がありますが、当該地域では、雨季（11 月

～3 月）に降雨が集中する気候条件があり、乾季に

は降雨量及びダムの貯水量も少なくなるのではな

いかと想定されます。乾季の貯水量も十分あるので

しょうか。（質） 

源氏田

委員 

2002 年～2021 年の 20 年間の貯水量記録から、夏季（乾季）の貯

水量は 55%～60%、すなわち 17 億 m3以上の貯水量であり、年間

ベースで十分な貯水量です。 

22.  5-5 

灌漑開発計画の代替案比較において、A 案と B 案

の用地取得面積、住民移転数が分かるようでしたら

（大まかな数字でも構いません）、ご教示ください。

（質） 

源氏田

委員 

A 案については採用案ということで具体的な施設計画があり、現

在先方政府が用地・財産調査を実施している最中です。現時点の情

報では住民移転数は数軒程度、用地取得面積は 80ha 程度（延長

11km×用地幅 70m）です。 
B 案は具体的な施設計画まで行ってはいませんので、用地取得面

積、住民移転数は不明です。ただし、大きな規模にはなりません。 

23.  5-7 

第 1 幹線灌漑用水路の代替案比較において、B 案で

は、全線暗渠水路とすることが提案されています

が、工事に伴い、地下水や井戸に影響が及ぶ可能性

は考えられないでしょうか。（質） 

源氏田

委員 

暗渠水路工事による掘削は深くても地表から 10m 程度であり、対

象地区の地下水位が深いことから、地下水や井戸に影響を与える

ことは無いと思量しております。 

24.  5-8 

第 1 幹線灌漑用水路の Oulad Khrays Douar 
付近の路線計画に係る代替案検討において、A 案で

は、4 つの建屋の一時撤去が必要となるものの、工

事完了後には同じ場所での復旧が可能とされてい

ます。建物の一時撤去、工事後の同じ場所での復旧

に要する費用は、補償の対象となるのでしょうか。

（質） 

源氏田

委員 

当初、先方政府より一時的な撤去後に復旧をすれば当該の土地を

工事後も利用可能（一時的な移転）と聞いておりましたが、直近の

議論では将来的な施設の維持管理の面から、政府用地として取り

扱うため永久的な取得（住民移転）とすることも検討されていま

す。 
この場合は住民移転として、法律に則った補償を行うこととなり

ます。詳細は今後確認いたします。また、仮に当初計画通り一時的

な住民移転として取り扱われる場合になった場合については、一

時撤去や復旧が補償対象になるかを確認し、DFR に追記します。 

【スコーピングマトリクス】 
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該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

25.  6-3, 6-5 

現在、個人で井戸灌漑を利用している農家は、井戸

の利用を停止してもらうということか。地下水の利

用を放棄することに対する補償は行われるのか。こ

れら農家の灌漑利用のコストが増加してしまわな

いか。同様に、天水農業を営んできた農家も、この

計画でコスト増加を強いられないか。これらの問題

を SC 結果で言及する。（コ） 

原嶋 
委員 

新たに供給される灌漑水を利用するか、あるいは従前の地下水を

継続利用するかは、井戸を有する農家および天水農家共に個々の

農家の判断となります。すなわち、本事業が新規灌漑用水の利用、

それに伴うコスト増を強制するものではないため、スコーピング

資料では影響なしとしました。 
なお、井戸を利用している農家の数は現在調査中も少数であると

想定していますが、自前の井戸を利用している農家であれば、自前

の井戸を利用する場合のコスト（ポンプ稼働の燃料費、維持管理

費、更新費）を比較して、新規の灌漑用水に係る利用を判断するも

のと考えます。 
対象地域の多くの農家が営む天水農業と比較した場合、今次灌漑

事業による水利用コストは増えますが、灌漑による収量増、作付け

率増、また品質向上による便益が天水農業より高いことを先方政

府実施の経済計算では確認しております（本件 JICA 調査団は先方

政府実施の経済計算のレビュー、営農における代替案を含めて経

済計算を再度行います）。加えて、先方政府による節水灌漑設備に

係る資金支援（補助金）も供与されることから、新たな水利費の支

払いに躊躇する農家も、周辺の農家が灌漑農業による便益が発現

している状況を見た後、灌漑農業に移行する可能性もあります。 

26.  6-3、 
6-5 

水路への転落事故、特に住民の転落事故、の想定は

必要ないのでしょうか。（質） 
石田 
委員 

水路や調整池への転落事故が起こらないように、必要に応じて水

路や調整池の敷地周辺に進入防止用フェンスの設置を行う想定で

す。 

27.  
3-10、 
6-1、 
6-3 

対象事業地域外の地下水で高濃度の硝酸検出（3-
10、6-3）が見られ、対象地域内でも過剰施肥によ

る水質悪化（3-10）。 
そのことから、本調査では対象地域における地下水

の水質調査を行うだけでなく積極的にその防止策

を検討することも実施することが良いのではない

でしょうか。（質・コ） 

石田 
委員 

ご指摘のとおり、過剰施肥による水質悪化に対する防止策は環境

保全の面からも重要です。防止策として、施肥方法の指導の実施を

検討しています。事業の本体コンサルティングサービスの技術支

援の段階で、環境に配慮した施肥の指導を行うことを考えており

ます。 

28.  6-1、 
6-3 

第 1 幹線灌漑用水路関連施では、第 2 幹線灌漑用

水路関連施設で懸念されている地下水の水質汚染
石田 第 1 幹線水路も第 2 幹線水路も受益地は同じ、Beht Extension, 

Beht Est, Zirara, Boumaiz Assap & Exntension, Zrar, Zrar Extension
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は生じないという予想なのでしょうか。（質） 委員 の計 6 地区の約 3 万 ha です。第 1 幹線用水路は取水施設から取

水後 11km の距離にわたって送水し、そこからポンプ場でくみ上

げた水を、第 2 幹線水路で送水し、そして受益地内のポンプ場お

よび灌漑施設を通じて、最終的に水を供給することになります。す

なわち、第 2 幹線灌漑用水路が建設されなければ受益地にまで水

が供給されず、第 1 幹線灌漑用水路のみの建設では受益地内への

影響は正負を問わず発生しません。 
一方、表 6.2.2 では、表タイトルにもある通り、第 2 幹線灌漑用水

路と併せて受益地の影響も検討しております。第 2 幹線灌漑用水

路が建設されて受益地で灌漑が実施され、施肥量が増えることに

より、地下水への硝酸態窒素への流出が増加すると想定しており

ます。 

29.  
3-1、 
3-2、 
6-3 

 水質。乾期に水が流れていないので工事による

水質への影響は想定されないとのことですが

（6-3）、それは雨が降る季節には工事を行わ

ないということですか。 
 また、月間降水量と降雨が多い月は一定ではな

く年によるばらつきが見られるようです（3-1、
3-2）。近年の気候変動に合わせてもともと年

間降雨量の少ない地域だと少しばかりの雨量

で洪水のような現象を示すこともあることを

考え合わせれば、工事による水質への影響は勘

案すべきものかと考えます。（質・コ） 

石田 
委員 

第 2 幹線水路系の工事（パイプライン）は雨季においても行いま

すが、季節河川を横断する工事については乾期のみ行います。 
第 2 幹線水路の主要コンポーネントであるパイプラインは、土を

掘削してパイプを埋設して掘削した土で埋め戻すため、水質に影

響を与える工事ではありません。水質に影響を与える可能性があ

るコンクリート工事はポンプ場と河川横断部の河川護岸・護床工

となりますが、今回のコンクリート工事はすべて一般的な工事内

容となります。そのため、出てくる排水につきましては、通常の工

事でなされる周辺に流出しないような排水処理対策をいたしま

す。そのため、ご質問の工事による水質への影響は特段に勘案すべ

きものとしては考えておりません。 

30.  スコーピング 

工事中の水質、廃棄物については影響が想定される

とだけ示されており、現在始まっているこの調査で

水質と廃棄物に関する詳細が判明し緩和策がたて

られることとなると想像しますが、今の時点で具体

的にどのような影響がどの場所に発生するのかは

わからないものでしょうか。土捨て場についても同

様です。（質・コ） 

石田 
委員 

工事の中で一番注意すべきものは、第 1 幹線灌漑用水路 Sebou 川

を横断するサイフォン（トンネル）工事となります。河川下にパイ

プを通す工事であり、工事中の止水対策としての土質改良による

環境影響が発生しないように配慮が必要です。水質への影響は地

盤改良に使う材料に拠ります。今後の施工に係る検討事項であり

ますが、モロッコで使われている材料を調査し、水質汚濁緩和策や

技術仕様で材料について規定することを実施機関に提案すること

になります。また、地盤改良した土の掘削土は汚泥扱いとなります
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ので、産業廃棄物として処理することになります。 

31.  事前資料 p.6-
2 & 6-4 

下流域の生態系や流量に変化を及ぼすことで「生物

多様性」や「水象」に影響ありと評価しているので、

本事業水系とは異なるとはいえ同じく下流に位置

する二つのラムサール条約登録湿地である「保護

区」も影響ありと考えるべきではないか。（質） 

長谷川 
委員 

本事業では、Ouergha 川の Koudiat El Borna 頭首工（現在建設中）

で取水し、そこから第 1 幹線灌漑用水路、第 2 幹線灌漑用水路を

通じて受益地域に送水する計画です（図 2.3.1 参照）。その 20km
下流で Ouergha 川が Sebou 川に合流します。つまり、上記幹線灌

漑用水路の建設により、Sebou 川の流量の低下、それに伴う Sebou
川の下流の生態系への影響が想定されます。 
一方、2 つのラムサールサイトの水源は Sebou 川ではありません。

Merja Sidi Boughaba 湿地の水源はおもに地下水であり、一部は降

水量（年間降雨量約 600 ㎜）によって涵養されています。 
Merja de Fouwarate は、地下水と降水量、周辺の小河川からの流

入によって涵養されています。 
よって、本事業により Sebou 川の流量が低下しても、これらのラ

ムサールサイトへの影響は想定されないと考えております。 

32.  事前資料 p.6-
3 

開水路（導水路）・灌漑施設建設にともなう水域拡

大によりワニ等の獣害や風土病（マラリア・住血吸

虫症等）の安全・健康リスクはないか。（質） 

長谷川 
委員 

World Bank のデータによると、モロッコ国におけるマラリア感染

リスクは、0.0001 件（1000 人当たり）（2000 年時点）で、最近は

ほぼゼロと極めて低い値です。なお、参考までに、同感染リスク

は、エチオピアでは 2020 年時点で 54.1 件 、ブルキナファソでは

2020 年時点で 389.9 件です。すでにモロッコでは各地に貯水池や

灌漑水路が整備されておりますが、それでもマラリア感染リスク

がほぼゼロという状態です。よって、本事業によるマラリアの発生

はほとんど想定されません。また、住血吸虫については、WHO に

よると、モロッコを含む北アフリカ地域で、この 40 年間で住血吸

虫は適切に制御されているとのことで、懸念はほぼないと考えて

おります。 
モロッコ国内のワニは、以前は数多く生息していたようですが、現

在はモロッコ国内で野生のワニはほぼ絶滅しており、モーリタニ

アやチャドなどでは生き残っている模様です。そのほか、害獣の生

息は確認されておりません。よって、ワニなどの害獣が灌漑水路に

侵入してくることは想定されません。 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

33.  6-2, 6-4 

表 6.2.1 及び表 6.2.2 の「保護区」の欄で、2 つの

ラムサール条約登録湿地については、Ouergha 川及

び Sebou 川とは水系が異なることから、影響は想

定されない とありますが、この 2 つのラムサール

条約登録湿地は、Sebou 川の氾濫によってできた

永久湿地帯の一部とは考えられないでしょうか。

（質） 

源氏田

委員 

Merja Fouwarate は、p3-14 に記載のとおり、かつてガルブ平野を

覆っていた大規模な湿地帯の名残です。 
上記 No.31 で回答のとおり、両サイトは Sebou 川からの流水はな

いことから、Sebou 川の氾濫によってできた可能性は低いと判断

しております。 

34.  6-2, 6-4 

表 6.2.1 及び表 6.2.2 の「生物多様性」の欄で、供

用時に上流部で 60m3/s の取水を行う場合、下流域

の生態系に変化を及ぼす可能性がある との記載

がありますが、具体的には、どのような変化が想定

されるのか ご教示ください。（質） 

源氏田

委員 

取水地点よりも下流の Sebou 川における流量が低下し、それに伴

って水生の動植物、さらにそれを餌とする鳥類の生態系に影響を

及ぼす恐れがあります。しかし、60m3/s を取水する期間は限られ

ており、実際のどの程度の流量低下が発生するのかは今後の検討

事項です。また、Sebou 川流量の低下により、河口から塩水遡上

の恐れがありますが、防潮樋門があることからその影響は防潮樋

門よりも下流（防潮樋門は河口から 50km 上流）に限定されます。 

35.  6-3 

表 6.2.2 の「水質」の欄で、工事中は、乾季に水が

流れていないことから、水質への影響は想定されな

い とありますが、雨季には影響があるのではない

でしょうか。あるいは、乾季にのみ、工事を行うと

いうことなのでしょうか。（質） 

源氏田

委員 

第 2 幹線水路系の工事は雨季においても行いますが、季節河川を

横断する工事は乾期にのみ行います。 
第 2 幹線水路の主要コンポーネントであるパイプラインは、土を

掘削してパイプを埋設して掘削した土で埋め戻すため、水質に影

響を与える工事ではありません。一方、コンクリート工事として実

施されるポンプ場と河川横断部の河川護岸・護床工では、水質への

影響が想定されます。そのため、緩和策として、周辺に流出しない

ように排水処理対策を検討します。 

【環境配慮】（汚染対策、自然環境等） 

36.  6-4 
塩類集積に関連して、この地帯は海水や海風による

塩分輸送による影響を受ける可能性があるところ

か。（質） 

原嶋 
委員 

本事業地域は海岸から約 80km の距離にあり、海風により波飛沫

が農地に届いたとの報告はなされておりません。また、Sebou 川

下流に防潮樋門（Garde de Sebou）が建設されていることから、

Sebou 川上流に向かっての海水の遡上による塩害も報告されてお

りません。 

37.   年間を通して降水量の変動が大きい地帯であるが、

排水の機能をどの程度確保し、施設面でどのように
原嶋 降雨は既存の排水路や季節河川（ワジ）に向かって流れていきま

す。今次灌漑開発で導入する予定の灌水システムはドリップ、スプ
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

対応するのか。（質） 委員 リンクラーといった節水型施設ですので、大きく排水量が増加す

ることは想定しておりません。したがい、既存の排水路、季節河川

を継続利用する形での排水処理が可能と思量しております。 

38.   
スプリンクラーや点滴灌漑の動力源はどのように

供給するのか。これらの維持管理は誰が行うのか。

（質） 

原嶋 
委員 

パイプラインで農地まで配水することから、スプリンクラーや点

滴灌漑に必要な水圧が確保される計画を基本としております。す

なわち、水栓にスプリンクラーやドリップを直接つなぐことで灌

漑が可能となりますので、農家レベルでの動力は必要ではありま

せん。 
維持管理の主体については、政府建設部分（幹線水路～支線水路

（パイプライン）～調整池～地域内ポンプ場）については、今後の

検討事項です（政府直轄の維持管理、もしくは PPP による民間参

入業者の維持管理が予定されております）。 
なお、ほとんどいないと思われるものの、灌漑の自由度を増すため

に農家がタンク等を設けて一旦貯水する場合、そこからスプリン

クラーやドリップを農家自身が稼働させますが、この場合には小

型ポンプを設置する必要が出てきます。これらポンプ、ポンプの燃

料費、維持管理は農家負担となります。 

39.  3-16 生態系。「30 種が残る」、というのは?（質） 
石田 
委員 

表 3.1.10 のうち、IUCN の CR、EN、VU、NT に該当する種は 30
種という意味です。なお、この 30 種のうち、数種が複数地区にま

たがって生息・分布しております。 

40.  3-13 事業地周辺の KBA、IBA それぞれの特徴を説明し

てください。（コ） 
石田 
委員 

各 IBA、KBA にて生息・分布している主な生物・植物種は、表 3.1.10
に記載しております。それ以外のそれぞれの IBA および KBA の特

徴については補足資料をご参照ください。 

41.  3-9 水質が悪化している Meknes, Fez, Sefrou と事業対

象地域との地理的位置関係を教えてください（質） 
石田 
委員 

上記 No.4 で示しました別添の補足資料 1 で図示しております。 

42.  7-2 

気候変動が地域にもたらす負の影響についての記

述は資料の随所で拝見できますが、農牧畜業による

温暖化ガス排出については予測やシミュレーショ

ンに係る記述が資料には見出せませんでした。農牧

畜業生産による温室効果ガス排出量を見積もり、そ

石田 
委員 

モロッコでは、主に、気候変動による農業への悪影響（水不足）に

焦点があてられております。 
なお、本事業により、牧草作付率（対象地区全体）は現況 5%から

25%に引き上げる計画です。事業により、牛の飼育頭数は約 15,000
頭増加する計画です（肉牛か乳牛かは不明）。よって、家畜頭数の
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

れらが及ぼす影響ならびに緩和策について調査を

行い記述することが必要だと思えます。（質・コ） 
増加によるメタンガスの発生量増加が想定されます。日本の家畜

別温暖化ガスの排出係数（牛の糞尿管理：24kgCH4/頭/年、牛の飼

養：82kgCH4/頭/年）を用いて、概略算定すると、 
（24＋82）×25（メタン 1 トン分の温室効果の強さは二酸化炭素

の 25 倍）×15,000 頭＝39,975 t CO2/年となります。 
一方、モロッコ国の農業セクターからの温室効果ガス排出量は

2012 年時点で 21,000,000 t CO2/年であることから、本事業による

温室効果ガス発生量は、国全体の農業セクターから排出される温

室効果ガスの 0.18%に過ぎません。また、モロッコ国内には、300
万頭以上の牛が飼養されており、本事業による牛の頭数増加は、全

国の牛飼育頭数の 0.5%です。よって、本事業による気候変動にも

たらす影響は限定的と考えます。上記について DFR に記載いたし

ます。 

43.   
河川を移動回遊する種（魚類、甲殻類、ほか）を特

定し本事業がそれらの種に与える影響を調査して

ください。（コ） 

石田 
委員 

Sebou 川や Ouergha 川の魚類、両生類、鳥類に関する調査は今後

実施予定ですが、Sebou 川河口から約 50km 上流に防潮樋門が

1991 年に建設されており、海からの魚の移動はそこでブロックさ

れます。また、Sebou 川、Ouergha 川はそれぞれ上流部にはダム

があり（図 5.2.1 参照）、本事業対象地域と両河川の上流の間も水

生動物が移動するのは難しい状態ですので、影響はほとんどない

と考えています。 

44.  3-12 

ここで示されているのは Sebou 川流域の中部から

下流のことだと思いますが、そこに限ってみても資

料で示されていることからは、国立公園、SIBE、生

物圏保護区という一連の保護区、並びに、KBA、IBA
という重要な生息地、そして、ラムサール条約登録

湿地。それらが Sebou 川とその周辺に存在してい

るため、Sebou 川との生態系のつながり（例えば、

鳥による各場所間の利用、河川の利用）が或る程度

は存在しているのではないでしょうか。 
よって、取水による下流域の変化という連鎖的な変

化がどのようにこの保護区、重要な生息地、ラムサ

石田 
委員 

ラムサールサイトと Sebou 川の関連については低いと考えており

ます（上記 No.33 ご参照）。さらに、5 か所の IBA・KBA（うち 1
つはラムサールサイトなので 4 か所とカウント）と Sebou 川の関

連についても以下のとおり、関連が無いあるいは低いと考えてお

ります。 
Jbel Zerhoun（図 3.1.19 の A）は森林のある丘陵地で、低地から

標高 1,000m にかけて分布しており、現在その多くはマツが植林

されています。Sebou 川流域ですが、取水地点より上流に位置し

ており標高も高いことから、本事業の取水によるこの IBA への影

響はないと考えられます。 
Oued Tizguite and Oued Ouaslane（図 3.1.19 の B）も同様に Sebou
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該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

ール条約登録湿地に影響を与えるのかを調査し記

述する必要があるのではないでしょうか。（質・コ） 
川流域内の KBA ですが、本事業のための取水地点より上流の水系

に属しますので、本事業による影響は想定されません。 
Maumola（図 3.1.19 の C）は森林地帯で、Mumola Forest と呼ば

れており、主にオークの植林地となっております。Sebou 川から

の水の流入がないことから、本事業への影響は想定されません。 
Dayas due Gharb（図 3.1.19 のＤ）は、希少植物（ミヤコグサ属

の植物、シダの仲間）が確認されている KBA で、Sebou 川の下流

に位置しているものの、域内はすでに農地や宅地であり主要道路

も含まれております。この KBA の内側に防潮樋門があり、水位は

一定に保たれています。よって、Sebou 川の流量が変化しても、

この KBA に影響は想定されません。 

45.  5-5、 
6-2 

5-5 第一幹線用水路。水路を通すエリアは 

Ouergha 川と Sebou 川に挟まれた洪水氾濫原。あ

るいは季節河川。ここには生態系や生物多様性の調

査が必要ではないでしょうか。（質・コ） 

石田 
委員 

第 1 幹線灌漑用水路の路線予定地はすでに農地として開発済みで

あり、手付かずの自然は残っておりません。なお、計画路線の一部

は住宅地に接している状況です。Sebou 川と Ouergha 川の間も農

地となっており（図 3.1.10 および図 3.1.11 参照）、また洪水とな

る場合も、数日から長くて 1 週間でその期間のみに生息する動植

物はいないと想定されます。そのため、生態系や生物多様性の調査

は不要と考えています。 

46.  3-8、 
ほか 

事前配布資料で複数回にわたり指摘がなされてい

るように取水による水量の低下は Sebou 川へ大き

な影響が出る可能性を感じます。特に雨量の少ない

夏季への影響が大きいことも考えられます。環境面

では河川水面の低下、生物の生息環境や生育環境の

悪化など、社会面では河川域と河川水利用への影響

などを可能性として考えます。よって流量減少に伴

う自然環境と社会環境への影響を評価し必要に応

じて緩和策の検討が望まれます。（コ） 

石田 
委員 

Sebou 川や Ouergha 川の魚類、両生類、鳥類の調査は今後実施予

定です。また、取水オペレーション、および下流への流量の変化に

ついても検討します。これらの結果に基づいて社会面および環境

面の影響に対する緩和策を提案する予定です。 

47.  
1-1、 
1-2、 
3-10 

モロッコ国全体では全灌漑農地の 60%に節水灌漑

を導入する計画（1-1）ですが、本事業では対象地

域全体に対して節水灌漑方式の導入が検討されて

いるのでしょうか。（質） 

石田 
委員 

受益地域全体にドリップ灌漑（点滴灌漑）システムなどの節水灌漑

方式を導入する計画です。 
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48.  事前資料 p.6-
3 

灌漑開発の農業生産性向上に伴う化学肥料・農薬の

多使用による下流域や地下水の水質悪化や、作物生

産増にともなう農業残渣廃棄物の処理・再利用への

配慮も重要となる。（コ） 

長谷川

委員 

現時点で、すでに一部の受益地域では井戸水を利用した灌漑農業

が実践されておりますので、化学肥料や農薬の施用は行われてい

ると思われます。詳細は、別途実施した農家世帯調査の結果を参照

して影響の評価を行い、それに基づいた緩和策を検討いたします。

また、農業残渣廃棄物は堆肥等として再活用されていることを確

認していますが、念のため影響の評価を行い、必要に応じて緩和策

を検討いたします。 

49.  事前資料 p.6-
4 

土壌の電気伝導度分析が行われていない Beht East
地区についても塩害の予測・評価を行うこと。（コ） 

長谷川

委員 
承知しました。今後、Beht East 地区の数箇所で土壌のサンプリン

グを行い、電気伝導度を測定します。 

50.  3-6 

Sebou 川の下流部には河川に隣接した KBA 地区が

存在するとのことですが、本件事業により、灌漑用

水の取水が始まると、この KBA に影響が及ぶ可能

性があるのではないでしょうか。KBA への影響は

モニタリングされるのでしょうか。（質） 

源氏田

委員 
上記 No.33 および No.44 で回答しましたとおり、KBA 地区への本

事業への影響（水位の低下）は想定されません。 

51.  
3-5, 
6-6, 
6-7 

建設工事に伴って発生する残土の土捨て場につい

ては、選定に当たって、周辺の環境への影響（自然

環境等への影響）にも配慮する必要があるのではな

いでしょうか。（質） 

源氏田 
委員 

上記 No.30 への回答にも関連しますが、土捨て場につきましては、

モロッコ国内のほかの灌漑事業では、残土は他の地点での工事で

再利用する、あるいは地域で定められた場所に廃棄するなど、周辺

環境に配慮しております。本件でもそれを踏襲いたします。 

52.  6-6, 6-7 

表 6.3.1 及び表 6.3.2 の「生物多様性」調査の項目

については、爬虫類、哺乳類、鳥類に加え、水域に

依存している生物種として、両生類の調査も必要で

はないでしょうか。（質） 

源氏田

委員 
スコーピングレポートには記載しておりませんでしたが、両生類

の調査も実施する予定です。 

【社会配慮】（住民移転、生活・生計、文化遺産、景観、少数民族、先住民族、労働環境等） 

53.   
耕作地の区画調整のようなことが大規模に行われ

るのか。既存の農家が、耕作地の移転や耕作地の削

減を強いられることがあるのか。（質） 

原嶋 
委員 

本事業では耕地の区画調整は予定しておらず、これによる耕作地

の移転および削減もなされません。ただし、受益地内に調整池やポ

ンプ場が建設されるため、用地取得は発生いたします。その場合は

被影響者に対する補償や生計回復支援策の提供が予定されます。 
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54.  5-7、 
6-2 

第 1 幹線灌漑用水路を暗渠水路とした場合、用地取

得は少なくなるとあるが、水路埋設のための地下利

用に関する権利関係（地役権など）について記述す

る。埋め戻されたとしても、土地利用が制約される

ので、何らかの補償措置が必要ではないか。（コ） 

原嶋 
委員 

工事中、一時的に土地が利用できなくなることへの影響について

は公共事業による土地の一時的な占有に関する法律がありますの

で（表 7.2.1 記載）、同法に則り補償の支払いが行われることとな

ります。 
他方、供用時については耕起等を考慮したうえで暗渠を埋設する

深さを設定し、現況復旧を行えば土地利用の制約を受けることは

ほとんど無いと思量しております。現在、先方政府によって進めら

れている詳細設計における埋設の深さの設定を確認したうえで、

適宜、設計変更、また補償措置の必要性について検討を行います。 

55.  6-4 
第 2 幹線灌漑用水路のパイプライン埋設のための

地下利用に関する権利関係と補償措置の要否につ

いて記述する。（コ） 

原嶋 
委員 

第 2 幹線灌漑用水路のパイプライン埋設のための地下利用に関す

る権利関係について、現在関係機関に問い合わせ中のため、確認す

るとともに、補償が必要な場合、DFR に記載します。 

56.  3-9 Ouergha 川における漁業（商業用・自家用）は、ど

のような状況か。また、船の航行はないのか。（質） 
原嶋 
委員 

漁業に関する法律（2021/20 年版）によると、Sebou 川およびその

支川（Ouergha 川含む）では 2 業者のみ大規模漁業を許可されて

います。さらに、事前に許可を得る必要はありますが、自家用や小

規模商業用の漁業も法律上禁止されているものではないため、行

われている可能性はあります。このため、Ouergha 川の漁業実態

について現地関係者に現況を確認し、必要な場合、適宜、生計回復

支援策等について DFR に記載いたします。 
船の航行の現況については、現地関係者に今後確認し、必要な場

合、適宜、生計回復支援策等について DFR に記載します。 

57.  3-22、 
3-23 

No.10、11 の指定文化遺産の特徴について教えてく

ださい。（質） 
石田 
委員 

補足資料 4 にて指定文化遺産の特徴を取りまとめましたのでご確

認いただけますと幸いです。 

58.  

写真集、5-1
（事業を実施

しない案）、

1-1～1-2（1.3
事業対象地域

から 1.5 事業

内容） 

資料の数か所から事業対象地域では小麦、オリー

ブ、オレンジの生産や家畜の存在などが分かります

が、対象地域農業についてはまとまった説明が見出

せません。既存の灌漑設備がある地区と灌漑設備が

ない地区それぞれにおける農業と農民について今

少し詳しく説明してください。 
既存灌漑地区、新規灌漑拡張地区それぞれにおけ

石田 
委員 

既存灌漑地区、新規灌漑拡張地区における営農概況は下記の通り

です。 
 
Ⅰ既存灌漑地区（Beht Est） 
①耕地面積：8,601ha ②農家戸数：1,243 戸、③戸当たり耕地面

積：6.9ha/戸、④主要作物（作付率）：穀類(51%)・果樹(20%)・

飼料作物(14%)、⑤戸当たり乳牛飼養頭数：1.5 頭/戸 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

る、農民（経営規模、戸数、収入など）、主要作物、

水利用・水管理の方法、生計、等（質） 
 
Ⅱ新規灌漑拡張地区（4 地区：Zirara/Zrar Ext/Zrar/Beht Ext） 
①耕地面積：18,935ha、②農家戸数：2,422 戸、③戸当たり耕地面

積：7.8ha/戸、④主要作物（作付率）：穀類(47%)・豆類(27%)・

果樹(9%）、⑤戸当たり乳牛飼養頭数：3.0 頭/戸 
 
両地区における現況土地利用率はそれぞれ 103%、100%であり、

穀類（軟質小麦）を主体とする年 1 作の作付体系となっています。

また、酪農地帯としても知られており、有畜複合経営が一般的とな

っています。 
一方で、経営規模 5ha 以下の農家が占める割合が、既存灌漑地区

が 97%であるのに対し、新規灌漑拡張地区は 47%に留まっており

（10ha 以上の大規模農家は 30%）、両地区の農家経営規模に違い

が認められます。 
なお、新規灌漑拡張地区は天水農業が主体となっていますが、野

菜、工芸作物（テンサイ）、果樹（オリーブ・柑橘）については灌

漑栽培（主に地下水利用）を行っています。 
 
また、水管理方法および生計手段は、以下の通りです。 
Ⅰ既存灌漑地区（Beht Est）： 
耕地面積：8,601ha、灌漑面積：8,601ha、灌漑率：100%（灌漑用

水の不足有り）、水利用・水管理：重力灌漑（65%）点滴灌漑（33%）

スプリンクラー灌漑（2%）、 
生計：農業関連（61%）その他（23%）無職（16%） 
 
Ⅱ新規灌漑拡張地区： 
耕地面積：18,935ha、灌漑面積：6,410ha、灌漑率：34% 
水利用・水管理：重力灌漑（29%）点滴灌漑（9%）スプリンクラ

ー灌漑（62%） 
生計：農業関連（34%）その他（46%）無職（20%） 
※生計の数値は、7 歳未満と学童（School Children）を除いた就業
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

可能年齢人口に占める割合を示す。 
※農業関連は、農家（土地所有者）と農業労働者（土地所有者によ

る被雇用者）、その他は小売業、職人、公務員など 
上記を DFR に記載します。 

59.  写真集 

灌漑用水路による新規の灌漑がおこなわれるよう

になると、今現在地下水の一時貯留に用いられてい

る調整池はどのような扱いとなるのでしょうか。

（質） 

石田 
委員 

既存の調整池は、農家の灌漑の自由度をあげるものとして活用さ

れます。貯水池がある場合、自前のポンプ能力を大きくすれば単位

時間当たりの最大灌漑用水量は大きくできますので、灌漑時間を

短くでき、また同時に灌漑する面積を大きくできるなどの利点が

あるため、事業後も有用活用されます。 

60.  1-3 

ソフトコンポーネントのなかで、水利組合について

質問です。組合が持続手可能な形で運営されること

を目指す必要があると思いますが、組合の組成から

運営、水料金の設定や徴収管理はどのような形で整

備し、運営の支援を行われる予定なのでしょうか。

（質・コ） 

石田 
委員 

今次事業におきましても、水利組合（農家組織）は構築されます。

ただ、今回のシステムは農家の圃場の一端まで政府直轄もしくは

PPP 企業体が配水し、その後の営農は個々の農家に委ねられます。

したがい、今次事業による水利組合は、①渇水年における受益者間

の調整（全員での一律節水や高付加価値作物への優先的灌水など）

と、その調整結果を踏まえた政府あるいは PPP 企業体との交渉、

②政府あるいは PPP 企業体との年 1回程度の水利費の交渉を行う

などが活動の中心になるかと思量しております。すなわち、開水路

（重力配水）でよく見られる末端水路（3 次支線水路とかケースに

よりましては 2 次支線水路以下）を農民が協働で管理・配水して

いくことは予定しておりません。そのため、開水路（重力配水）の

ケースに比較すれば、水利組合の役割・責務は小さくなることが想

定されます。 
なお、水利組合の組成は、本事業の本体コンサルタントおよび

ORMVAG の職員によって関係農家の合意の下、結成されることと

なります。その運営は組合員によって選出された代表（Board of 
directors）を中心にして、組合員自らでなされることとなります。 
また、水利費につきましては、政府あるいは PPP 企業体が定めま

す。この水利費の設定におきましては、まず政府もしくは PPP 企

業体が年間維持管理費（人件費等含む）を賄えるかどうかの観点で

検討され、次に農家がその金額を負担可能かどうかについて聞き

取り調査等を踏まえて確認し、乖離がある場合、補助金の導入など
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

を検討していきます。 
徴収管理は今後の検討ですが、現時点では個々の農家が水利組合

を通じて（水利組合で一括徴収して）、政府もしくは PPP 企業体

に支払う、あるいは個々の農家が指定された口座に振り込むとい

ったことが想定されます。 
これらを支援するために、本調査では徴収・支払い方式につきまし

ても検討、提言を行います。 

61.  
2-2、 
6-7、 
7 章 

当該国政府は家計・生活調査は行わず（2-2 本事業

に関わる状況）ですから、本調査でそれを行うこと

が望ましいと考えますが、6-7 や 7 章を読む限りで

は移転や用地取得について具体的にどのような調

査を行うのかが見えてきません。説明をお願いしま

す。 

石田 
委員 

第 1 幹線灌漑用水路関連施設については、先方政府が実施してい

る調査（PAPs や被影響資産の特定）の結果を活用しつつ、本調査

のなかで家計・生活調査や補償方針の検討等を行ったうえで RAP
として取りまとめます。 
また、第 2 幹線灌漑用水路についても、本調査のなかで家計・生

活調査や補償方針の検討等を行ったうえでRAPとして取りまとめ

ます。 

62.  7-1 

不法に居住する世帯が確認されているとの記述が

ありますが、その世帯への移転や補償の検討はどの

ようになりますか。GL に沿った対応になるでしょ

うか。（質） 

石田 
委員 

今後実施予定の家計・生活調査にて当該世帯の現況を把握します。

その後、モロッコ国内法や他ドナー事例を参照し、具体的な補償や

生計回復支援策の方針を検討する予定です。なお、モロッコの国内

法上、正式に地籍登録がなされていない土地の使用者（いわゆる不

法占拠者）については、土地利用を証明する申請を裁判所で行い、

裁判所がこれを認めた場合には補償対象となることとされており

ますが、本事業では裁判所の手続きにかかわらず、事業で影響を受

ける被影響民（非正規居住者を含む）に対し JICA GL に沿った補

償の対象とするよう実施機関と協議します。 

63.  事前資料 p.6-
5 

乾燥地域での流域内外での水利用・管理を公平かつ

円滑に実施するため、女性も含めた水管理組合・制

度を丁寧に構築すること。（コ） 

長谷川

委員 

本調査では、今後実施予定の家計・生活調査やステークホルダー協

議を通じ、男性・女性それぞれの水資源へのニーズやアクセス状況

を確認したうえで、女性を含めた水利組合の設立を行うことを

DFR に追記する予定です。 

64.  事前資料 p.6-
5 

RAP と住民移転フレームワークの内容・位置づけ

や役割上の違いは何か（質） 
長谷川

委員 

RAP とは、設計作業が進み住民移転や用地取得の規模・範囲が明

らかとなった段階で PAPs を対象とした家計・生活調査、SH 協議

等を実施して現況を確認し、それらを踏まえたうえで具体的な補

償方針を取りまとめたものです。 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

他方、住民移転フレームワークとは、事業審査時点で設計内容が定

まっていない場合に作成するものであり、設計作業が進み具体的

な住民移転や用地取得の規模・範囲が不明な場合に住民移転や用

地取得の規模・範囲が明らかとなった段階で、先方政府が行うべき

RAP 調査の方針等を整理するものとなります。ただし、先方政府

による実施も検討されていた第二幹線水路が本事業に含まれる可

能性が高まったことも踏まえ、第二幹線水路も住民移転フレーム

ワークではなく、RAP を作成します。 

65.  3-25 

Ouergha 川、Sebou 川では漁業が行われているの

でしょうか。河川の水量の減少により、漁獲高が減

少した場合に、補償、生計回復などの措置は講じら

れるのでしょうか。（質） 

源氏田

委員 

まずは漁業実態を把握し、必要に応じて補償、生計回復支援策の提

供等について検討いたします（No.56 回答ご参照）。 
なお、本事業で計画されている最大取水時期の 7~8 月は、漁業に

関する法律によって大規模漁業のカテゴリでは禁漁期間に当たる

ため、重大な影響はないと思慮します。 
他方、小規模漁業あるいは自家用漁業については現地関係者に現

況を確認のうえ影響を分析し、必要に応じて補償、生計回復支援策

等を検討します。 

66.  7-1 

用地取得および住民移転の対象となる区画につい

て、地積登録中、あるいは当該土地を代々利用して

いるものの登録が行われていない状態の「未登録

地」が含まれているとのことですが、「未登録地」

についても、補償の対象となるのでしょうか。（質） 

源氏田

委員 

コメント No.62 に回答の通り、モロッコ国内法上、裁判所によっ

て土地利用状況が正式に認められた場合は補償の対象となること

が法律で規定されております。また、裁判所で認められない場合

も、本事業で影響を受けることが確認される場合は JICA GL に沿

った補償の対象とするよう実施機関と協議します（コメントNo.62
回答ご参照）。 

67.  7-1 

住民移転の対象となる構造物には、政府用地内に不

法に建設されたものが含まれているとのことです

が、こうした構造物も補償の対象となるのでしょう

か。（質） 

源氏田

委員 

モロッコ国内法上、裁判所によって土地利用状況が正式に認めら

れた場合は構造物についても補償の対象となります。また、正式に

認められなかった場合も、当該構造物が本事業で影響を受けるこ

とが確認される場合は JICA GL に沿った補償の対象とするよう実

施機関と協議します（コメント No.62、No.66 回答ご参照）。 

【ステークホルダー協議・情報公開】 

68.  7-1、 
7-2 

対象地域で小規模ながら家畜を飼っている人たち

がいるのではないでしょうか。その場合、井戸は重
石田 現時点では移転が必要な世帯が家畜を飼育しているかが不明のた

め、まずは今後実施予定の PAPs を対象とした家計・生計調査にて
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

要な存在だろうと推測します。そういった家族が移

転する場合、移転先で家畜の飼育を継続できる条件

が整いますか。（質） 

委員 上記世帯の家畜の飼育状況を確認し、必要な場合に補償や生計回

復支援策の提供について検討を行うことといたします。 

69.  8-1 
第 1 回目のステークホルダー協議は終わっている

ということでしょうか。終わっているなら実施結果

を知りたく思います。（質・コ） 

石田 
委員 

第 1 回 SH 協議について、現在先方政府と準備を進めています。 

70.  8-1 ステークホルダー協議の実施計画（場所、対象者、

方法、内容、等）を示してください。（コ） 
石田 
委員 

SH 協議の実施計画につき、補足資料 5 を取りまとめましたのでご

確認いただけますと幸いです。 

71.  事前資料 p.6-
5 

現時点ではベースライン確認のための現況調査項

目・手法だけが示されているが、SHM-2 では影響

予測・評価「結果」に加え、それらに至った予測・

評価「手法」についても分かりやすく伝えること。

（コ） 

長谷川 
委員 

左記承知いたしました。手法についてもご説明するようにいたし

ます。 

72.  3-23 

本件事業が予定されているシディ・カセム県および

シディ・スリマネ県では、識字率が約 50%と低く、

女性ではさらに低い状況（約 40%）にあります。ス

テークホルダー協議への参加を呼び掛けるにあた

って、こうした状況に配慮し、文章以外での周知方

法が必要になるのではないかと思いますが、どのよ

うに対処される方針ですか。（質） 

源氏田

委員 
掲示板での通知のほか、実施機関の地域担当者や地元リーダー等

の呼びかけによって周知する予定です。 

73.  8-1 
2023 年 1 月に現地にて第 1 回ステークホルダー協

議が開催されているようですが、住民からどのよう

な意見・質問が出されたか、ご教示ください。（質） 

源氏田

委員 
現在、第 1 回 SH 協議の実施に向けて準備中のため、住民からの

意見や質問については DFR にて追記いたします。 

【その他】 

74.   
モロッコは、歴史的に、水利（灌漑）組合の結成・

経営について経験・実績が豊富な国か。この点で、

地域に独特の慣行などがあるか。（質） 

原嶋 
委員 

「農業水利組合に関する法第 02-84 に関する 1991 年 1 月 16 日付

ダヒール No.1-87-12」が制定されており、全国的に水利組合の結

成・活動が行われています。他方、モロッコの経験や実績の豊富

さ、地域に独特の慣行などにつきましては、今後現地関係者に確認

し、DFR に追記いたします。 
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NO. 
該当 

ページ 事前質問（質）・コメント（コ） 委員名 回 答 

75.  全体 事業対象地域と事業対象地区。この 2 つの用語の定

義を知りたく思います。（質） 
石田 
委員 

いずれも同じ意味を持つため、資料では「事業対象地域」で統一す

るようにいたします。 

76.  3-7 
「事業対象地区はモロッコ国全体の 1/3 以上の水

資源を占める」、とありますが、本事業の対象地域

がそうなのですか。（質） 

石田 
委員 

「本事業対象地域を含む Sebou 流域の水資源量はモロッコ国全体

の 1/3 以上を占める」の間違いでした。以降の報告書にて修正いた

します。 

77.  1-5、 
3-7 

対象地域を含む広域における流域図からダムがあ

る 6 つほどの集水域からの河川水は下流において

全て Sebou 川に集約されると考えて良いのでしょ

うか。（質） 

石田 
委員 

ご理解のとおりです。 

78.  5-2 

図 5.2.3 
 縦軸は何を表しているのですか。 
 相関関係を示す破線が 2 つ描かれてますが、近

年の急速な低下が示されているということで

しょうか。 
 データは対象事業地のものでしょうか。（質） 

石田 
委員 

縦軸は基準点からの水面までの深さを指しており、相関関係を示

す破線は、ご理解のとおり、近年の水位低下を示しているもので

す。ただし、観測孔の深度等のデータが不明なため、地下水データ

については今後の設備・水利省との打合せにて確認する予定です。

このデータは対象事業地の下流に位置する観測孔のものです。 

79.  事前資料 p.6-
5 

温室効果ガス発生を少しでも減らすため、ポンプ施

設稼働電源として、水流を利用したミニ・ハイドロ

発電や農地上での太陽光（熱）発電はできないか。

（質） 

長谷川 
委員 

第 1 幹線灌漑用水路の主ポンプ場（取水口）は原計画から除外し、

第 1 幹線灌漑用水路自体を暗渠構造とし、地下埋設（設置標高が

下がるため主ポンプ場が不要）とすることで、詳細設計にて検討中

です。その上で、第 2 幹線灌漑用水路の主ポンプ場（取水口から

11km地点、第 1幹線水路の末端部に設置）は現時点では計 13.4MW
を必要としますので、再生可能エネルギーで賄うことは難しいと

思量しております。また、ミニ・ハイドロ発電につきましては、

Ouergha 川は頭首工によって貯留効果を持つため水流が非常に制

限されるうえ、平坦部を流れる河川である（水流が遅い）ことなど

からミニ・ハイドロでの発電は困難であると思量いたします。 
圃場レベルでの灌漑のためのポンプ稼働は、基本は公共電力を用

いたモータ（交流）を想定しております。太陽光発電につきまして

は、直流であることから直流モーターを別途に設置することが必

要、あるいは直流～交流変換のためのインバーターが必要となる

（雷や高温に弱い）、さらにスプリンクラーなどは大気圧 3 倍から
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4 倍の揚程を確保することが必要となりますので、ピーク時の灌漑

揚水量を賄えない可能性があり、優先度は低いと考えております。 
 


